
令和６年度第２回龍ケ崎市空家等対策推進協議会 

 

                   日 時：令和７年２月１３日（木） 

                       午前１０時から 

                   場 所：龍ケ崎市役所 ５階第１委員会室 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

（１）空家等対策の推進状況について 

（２）管理不全空家等の認定について 

（３）今後の取組み等について 

４ その他 

５ 閉 会 

 

・資料 １ 空家等の改善例（3件）  

・資料 ２ 空家バンクの成約例（3件）  

・資料 ３ 特定空家等に対する措置状況  

・資料 ４ 管理不全空家等候補物件一覧表  

・資料 ５ 管理不全空家等の運用スケジュール  

・資料 ６ 空家等管理台帳（兼管理不全空家等判断表）  

・資料 ７ 管理不全空家等の認定基準 

 

・参考資料 

  龍ケ崎市空家等対策推進協議会委員名簿 

 

 ※資料は、終了後に回収しますので、机上に置いておいてください。 
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１ 空家等対策の推進状況について 

 （１）空家等における苦情等の現状 

 

  ＜令和６年度の改善内訳＞（１月末現在） 

改 善 件 数 

 

改  善（４３件） 一 部 改 善（５件） 

建物の解体 
草木等の 

除去 

その他 

（危険箇所の

修繕等） 

建物の 

一部解体 

草木等の 

除去 

その他 

（危険箇所の

修繕等） 

４８ ５ ２７ １１ ２ ２ １ 

 

空家等の適正管理は、「龍ケ崎市空家等対策計画」や「龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条

例」に基づき、地域住民等から管理不全な空家等に関する苦情や相談があった物件に対して、現

地調査・所有者等の調査（戸籍調査含む）の後、文書による適正管理依頼をはじめ、所有者等宅

での面会や電話による改善要請を実施しています。 

（資料１参照） 

 
市民等から苦情等が

あった実物件数 

適正管理を促した空家等の件数 

 
改善された空家等の 

件数(含：一部改善) 

改善された空家等の 

割合(含：一部改善) 

Ｒ６年度 
（1月末時点） 

３７件 ７５件 ４８件 ６４．０％ 

Ｒ５年度 ４９件 ７３件 ５２件 ７１．２％ 

Ｒ４年度 ４２件 ７５件 ５４件 ７２．０％ 

Ｒ３年度 ５３件 ８７件 ６３件 ７２．４％ 

Ｒ２年度 ６９件 １０７件 ９３件 ８６．９％ 

Ｒ元年度 １０４件  １３８件 ９５件 ６８．８％ 

Ｈ３０年度 ５７件 ８６件 ６４件 ７４．４％ 

Ｈ２９年度 ４４件 ５９件 ３９件 ６６．１％ 

ベース値 
（Ｈ２７年度） 

４０件 ― ― ２４．０％ 
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 （２）空家バンクにおける空家等の利活用の現状 

 

 ＜令和６年度の空家バンク内訳＞（１月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会などの関係機関との連携強化により、幅広い周知活動を行って

きた結果、制度の認知度が向上し、物件登録数、成約数ともに順調に推移しています。 

（資料２参照） 

 

 （３）特定空家等に対する措置状況 

今年度の第１回空家等対策推進協議会で頂いた意見を参考に、４件（※）の空家が市長により

特定空家等に認定されました（令和６年８月３０日付け）。 

現在は、令和元年度の認定以降、改善に至っていない５件と新たに認定された４件の計９件

に対し措置を行っています。 

その結果、解体や売却など進展が見られそうな案件が出てきています。 

※条件が整理された後、認定予定の空家が１件あり 

（資料３参照） 

 登録物件数 成約件数 補助金の交付件数 

Ｒ６年度 
（１月末時点） 

２１件 １２件 ４件 

Ｒ５年度 １５件 １２件 ５件 

Ｒ４年度 １６件 １４件 ０件 

Ｒ３年度 ６件 ６件 ０件 

Ｒ２年度 ４件 １件 ― 

Ｒ元年度 ２件 １件 ― 

Ｈ３０年度 ２件 ０件 ― 

登録物件（２１件） 成約（１２件） 補助金交付（４件） 

空 家 
空 地 

空 家 
空 地 

家財処分 

補助 
改修補助 

売 却 賃 貸 購 入 賃 借 

１７ ０ ４ １０ ０ ２ １ ３ 
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（４）生前整理講演会 

「空家にさせない」ための意識啓発の取組として、生前整理講演会を今年度は 1 回増やし４回

開催しました。 

 講演に先立ち、本市の空家対策についての説明を追加し、空家に対する理解を深めていただく

とともに、家族間での話し合い等による相続手続きの円滑化を促すため「住まいのエンディング

ノート」の活用を勧めました。 
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（５）住まいの相談会 

令和５年度に宅建協会牛久・竜ヶ崎支部との共催によりサプラで開催した相談会へ、多くの

方が相談に来られたことから、今年度は回数を１回増やし２回開催しました。 

当日飛込での相談に加え、待ち時間を短縮するため、事前予約枠を設けるなど見直しを行い

ました。 
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（６）空家対策の情報発信 

 様々な媒体やイベントを通じて、空家バンク及び補助制度の周知に努めています。 

また、市公式 HPに、問合せの多い空き家問題や空き家バンクに関する回答を Q&Aとし

て、新たに掲載を行っています。 
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２ 管理不全空家等の認定について 

 （１）管理不全空家等の運用スケジュールについて 

   令和５年１２月５日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行

され、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等になるおそれ

のある空家等を「管理不全空家等」に認定し、所有者等に対して指導・勧告することができ

ることとなりました。 

   これを受け、本市の空家等の適正管理運用フロー及びおおまかな運用スケジュールについ

て、令和５年度第２回の本協議会で承認を頂いておりますが、本協議会でこの後、管理不全

空家等の認定候補をご審議頂くことに合せ、具体な運用スケジュールに修正を行いました。 

（資料５参照） 

 

 （２）空家等管理台帳及び管理不全空家等の認定基準の見直しについて 

   令和５年度第２回の本協議会において承認を頂きました「空家等管理台帳（兼管理不全空

家等判断表）」及び「管理不全空家等の認定基準」について、国のガイドラインに沿って周囲

への生活環境に及ぼし得る影響の程度を判断できるよう見直しを行いました。 

（資料６～７参照） 

 

 （３）管理不全空家等の候補物件について 

   管理不全空家等の認定基準に基づき抽出した管理不全空家等の認定候補について、市の空

家等対策検討委員会（内部会議、１月２９日開催）を経て１７件を選定しましたのでご審議

をお願いします。 

   本協議会の審議により、管理不全空家等への認定が妥当とされた空家等につきましては、

当協議会の意見を参考に市長が管理不全空家等へ認定することになります。 

 （資料４参照） 

 

 （４）管理不全空家等の認定等に係る運用について 

   次回以降の管理不全空家等の認定等に係る運用を次のように改めたいと考えています。 

   特定空家等の措置には命令、さらには行政代執行という強制力のある行政処分が認められ

ていることもあり、特定空家等に該当するか否かの判断及び対策に関することは本市条例に

定める本協議会の所掌事項となっております。 

   一方、管理不全空家等で認められている措置は指導、その後の勧告という比較的軽易な内

容に留まっており、本協議会の所掌事項にも含まれておりません。建物等の状態も改善が見

込める程度にありますので、固定資産税が増額されることを回避するため、一定数の案件が

改善されると想定しています。そして改善された場合には、速やかに認定を取消し、固定資

産税の住宅用地の特例の解除を撤回する手続きが必要となります。そのため、管理不全空家

等の認定事務については、迅速な対応や事務の効率化を図れるよう本協議会に諮る手続きを

省略し、市の空家等対策検討委員会（内部会議）に諮った後速やかに市長による認定へ移行

し、その結果を本協議会で報告していく運用にしたいと考えております。 
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３ 今後の取組み等について 

（１） 空家バンクの取組 

 空家バンクに物件登録した方に実施したアンケート調査結果によると、「広報紙」や「固定資

産税納税通知に同封されたチラシ」を見て申請したと回答された方が大半を占めています。こ

のことから、空家バンクへの登録、成約を増やしていくためには、空家・空地を所有している

方たちに制度を知ってもらうことが重要なことが分かります。 

引き続き、様々な媒体やイベントを通じて制度の周知に取り組んでいきます。 

 

（２） 空家等に関する講演会の開催 

「空家にさせない」ための意識啓発の取組として、生前整理講演会を引き続き開催します。 

また、新たに空家を含む資産の相続等に関連する内容について、専門家の弁護士や司法書士に 

講演していただくことを検討しています。 

 

（３）住まいの相談会の開催 

専門家による助言により悩み解決の一助となっているほか、空家の処分（売却、賃貸）に関す

る相談には、市担当者が空家バンクを案内することで申請に至ったケースもあるなど、効果が

表れていることから引き続き開催していきます。 

 

（４）次期空家等対策計画の策定について 

 令和９年４月からの次期空家等対策計画の策定に向け、準備を進めていきます。 

 



管理不全空家等の運用スケジュール

～Ｒ６

～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

所有者等へ適正管理の依頼
（法12条）

管理不全空家等の候補抽出 候補抽出

空家等対策検討委員会への
意見聴取

意見聴取

空家等対策推進協議会への
意見聴取

意見聴取

管理不全空家等の認定 認定

認定・指導通知
（法第13条第1項）

所有者等
へ通知

勧告
（法第13条第2項）

所有者等
へ勧告

税務課へ勧告案件の情報提供
（住宅用地特例解除見込）

税務課へ
情報提供

勧告案件の現況調査
（改善状況確認）

現況調査

税務課へ勧告の撤回情報提供
（住宅用地特例解除者確定）

税務課へ
情報提供

課税事務 課税事務

固定資産税・都市計画税納税
通知書の発送

納税通知
書発送

税
務
課

所管 業務内容

Ｒ７ Ｒ8

ま
ち
の
魅
力
創
造
課

賦
課
期
日

1/1 住
宅
用
地
の

特
例
解
除

資料５



空 家 等 管 理 台 帳 
（兼管理不全空家等判断表） 

 

１ 物件情報 

実態調査番号 

（候補番号） 
 調査日    年  月  日 調査者  

物件所在地 
 

 

所有者等の 

住所氏名 

 

 

 

２ 空家等の状態                              

区分 
放置した場合の

悪影響 
調査項目 状 態 該当の有無 

保安上危険 

建築物等の倒壊 

①建築物の状態 
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 

 等 
有 ・ 無 

②門・塀の状態 
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 

 等 
有 ・ 無 

③立木の傾き 
・立木の伐採、補強等がなく腐朽が認 

められる状態 
有 ・ 無 

擁壁の崩壊 ④擁壁の状態 
・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水 

のしみ出し又は変状等 
有 ・ 無 

部材等の落下、

飛散 

⑤屋根ふき材等の状 

 態 

・屋根ふき材、外壁上部の外装材等の 

破損、腐食等 
有 ・ 無 

⑥軒等の状態 ・軒等の破損、腐朽等 有 ・ 無 

⑦立木の枝の状態 
・枝の剪定、補強がなされておらず、

折れ又は腐朽が認められる状態 
有 ・ 無 

⑧雨樋等の状態 ・雨樋等の破損、腐食等 有 ・ 無 

衛生上有害 健康被害の誘発 
⑨汚水、害虫、動物 

の糞尿等の状況 

・排水設備の破損等 

・害虫が敷地等に認められる状態 

・常態的な動物の棲みつきが敷地等に

認められる状態 

有 ・ 無 

景観悪化 ⑩ごみ等の状況 
・敷地等にごみの散乱が見られる状態 

・建物が蔦などで覆われている状態 
有 ・ 無 

周辺の生活環境 

の保全への影響 

不法侵入の発生 ⑪開口部等の状態 ・ドア、窓等の破損等 有 ・ 無 

通行障害等 ⑫立木等の状態 
・枝の剪定等がなされておらず、枝等 

のはみ出しが認められる状態 
有 ・ 無 

動物等の侵入等 
⑬動物等の侵入、騒

音状況 

・常態的な動物等の棲みつきが敷地等 

に認められる状態 
有 ・ 無 

                          ※目視確認できないものは状態が確認できないため未記入 

            

特別措置法第１２条による適正管理依頼の必要性 有 ・ 無 

※上の表の状態に１つでも該当すれば有に□ 

資料６ 



３ 空家等の改善状況（適正管理依頼への対応状況） 

依 頼 日 連絡の有無 改善の有無(※) 備考 

   年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

※業者等へ委託済みといった改善が見込まれるケースは有に□ 

 

４ 周囲への影響 

項目 該当の有無 備考 

第三者へ危害を与える可能性があるか。 有 ・ 無 
 

 

建物が通学路に面しているか。 有 ・ 無 
 

 

適正管理依頼への対応がない。または対応が不十分。 有 ・ 無 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

見直し後 見直し前 

 
１ 物件情報 

実態調査番号 
（候補番号）  調査日    年  月  日 調査者  

物件所在地  
 

所有者等の 
住所氏名 

 
 

 
２ 空家等の状態                              

区分 
放置した場合
の悪影響 

調査項目 状 態 該当の有無 

保安上危険 

建築物等の倒壊 

①建築物の状態 
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 
 等 有 ・ 無 

②門・塀の状態 ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 
 等 

有 ・ 無 

③立木の傾き 
・立木の伐採、補強等がなく腐朽が認 
められる状態 有 ・ 無 

擁壁の崩壊 ④擁壁の状態 ・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水 
のしみ出し又は変状等 

有 ・ 無 

部材等の落下、
飛散 

⑤屋根ふき材等の状 
 態 

・屋根ふき材、外壁上部の外装材等の 
破損、腐食等 

有 ・ 無 

⑥軒等の状態 ・軒等の破損、腐朽等 有 ・ 無 

⑦立木の枝の状態 
・枝の剪定、補強がなされておらず、
折れ又は腐朽が認められる状態 

有 ・ 無 

⑧雨樋等の状態 ・雨樋等の破損、腐食等 有 ・ 無 

衛生上有害 健康被害の誘発 
⑨汚水、害虫、動物 
の糞尿等の状況 

・排水設備の破損等 
・害虫が敷地等に認められる状態 
・常態的な動物の棲みつきが敷地等に
認められる状態 

有 ・ 無 

景観悪化 ⑩ごみ等の状況 
・敷地等にごみの散乱が見られる状態 
・建物が蔦などで覆われている状態 

有 ・ 無 

周辺の生活環境 
の保全への影響 

不法侵入の発生 ⑪開口部等の状態 ・ドア、窓等の破損等 有 ・ 無 

通行障害等 ⑫立木等の状態 
・枝の剪定等がなされておらず、枝等 
のはみ出しが認められる状態 

有 ・ 無 

動物等の侵入等 
⑬動物等の侵入、騒
音状況 

・常態的な動物等の棲みつきが敷地等 
に認められる状態 

有 ・ 無 

                          ※目視確認できないものは状態が確認できないため未記入 
            

特別措置法第１２条による適正管理依頼の必要性 有 ・ 無 

※上の表の状態に１つでも該当すれば有に□ 

 

 
１ 物件情報 

実態調査番号 
（候補番号）  調査日    年  月  日 調査者  

物件所在地  
 

所有者等の 
住所氏名 

 
 

 
２ 空家等の状態 

区分 調査項目 状 態 該当の有無 影響 

保安上危険 

①建築物の状態 
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 
 等 有 ・ 無 

建築物等が倒壊
するおそれ 

②門・塀の状態 ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食 
 等 

有 ・ 無 

③立木の傾き ・立木の伐採、補強等がなく腐朽が認 
められる状態 

有 ・ 無 

④擁壁の状態 
・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水 
のしみ出し又は変状等 

有 ・ 無 擁壁が崩壊する
おそれ 

⑤屋根ふき材等の状 
 態 ・屋根ふき材等の破損、腐食等 有 ・ 無 

部材等の落下、
飛散のおそれ 

⑥軒等の状態 ・軒等の破損、腐朽等 有 ・ 無 

⑦立木の枝の状態 ・枝の折れ又は腐朽が認められる状態 有 ・ 無 

⑧雨樋等の状態 ・雨樋等の破損、腐食等 有 ・ 無 

衛生上有害 
⑨汚水、害虫、動物 
の糞尿等の状況 

・排水設備の破損等 
・害虫が敷地等に認められる状態 
・常態的な動物の棲みつきが敷地等に
認められる状態 

有 ・ 無 健康被害を誘発
するおそれ 

景観悪化 ⑩ごみ等の状況 ・敷地等にごみの散乱が見られる状態 
・建物が蔦などで覆われている状態 

有 ・ 無 
景観悪化のおそ
れ 

周辺の生活環境 
の保全への影響 

⑪開口部等の状態 ・ドア、窓等の破損等 有 ・ 無 
不法侵入のおそ
れ 

⑫立木等の状態 
・立木の枝等のはみ出しが認められる 
状態 有 ・ 無 

通行障害等のお
それ 

⑬動物等の侵入、騒
音状況 

・常態的な動物等の棲みつきが敷地等 
に認められる状態 

有 ・ 無 
動物等による被
害のおそれ 

 
 

特別措置法第１２条による適正管理依頼の必要性 有 ・ 無 

※上の表の状態に１つでも該当すれば有に〇 

 



 

 

見直し後 見直し前 

 

３ 空家等の改善状況（適正管理依頼への対応状況） 

依 頼 日 連絡の有無 改善の有無(※) 備考 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

※業者等へ委託済みといった改善が見込まれるケースは有に□ 

 

４ 周囲への影響    

項目 該当の有無 備考 

第三者へ危害を与える可能性があるか。 有 ・ 無 
 

 

建物が通学路に面しているか。 有 ・ 無 
 

 

適正管理依頼への対応がない。または対応が不十分。 有 ・ 無 
 

 

 

 

 

 

 

３ 空家等の改善状況（適正管理依頼への対応状況） 

依 頼 日 連絡の有無 改善の有無(※) 備考 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

年  月  日 有 ・ 無 有 ・ 無 
 

 

※業者等へ委託済みといった改善が見込まれるケースは有に〇 

 
 

 

 



龍ケ崎市の管理不全空家等の認定基準 
 

 

 次の要件のいずれにも該当する空家等を管理不全空家等に認定するものとする。 

 

１ 空家等管理台帳の「２ 空家等の状態」の調査項目の状態に１つ以上該当 

 

２ 空家等管理台帳の「４ 周囲への影響」に２つ以上該当 

  

資料７ 



 

 

 

見直し後 見直し前 

龍ケ崎市の管理不全空家等の認定基準 

 

 

 次の要件のいずれにも該当する空家等を管理不全空家等に認定するもの

とする。 

 

１ 空家等管理台帳の「２ 空家等の状態」の調査項目の状態に１つ以上該

当 

 

２ 空家等管理台帳の「４ 周囲への影響」に２つ以上該当 

 

 

龍ケ崎市の管理不全空家等の認定基準 

 

 

 次の要件のいずれにも該当する空家等を管理不全空家等に認定するもの

とする。 

 

１ 空家等管理台帳の「２ 空家等の状態」の調査項目の状態に１つ以上該

当すること 

 

２ 空家等対策の推進に関する特別措置法第 12条による情報提供、助言そ

の他必要な援助を繰り返し行ったにもかかわらず、改善が図られずにい

ること 
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